
市町・市町公社

農用地利用集積等促進計画作業スケジュール フロー図

農業委員会

県公社

県

促進計画の作成を
農地中間管理機構
に要請

・スケジュール表
を県公社に送信

・スケジュールの
確定

・促進計画案作成
・様式5-2に入力
・情報確認

・システムへ
取り込み
・帳票出力
・添付書類の
作成
・申請者押印

・促進計画案を県公社に
送付
・様式5-2のデータ送信

農地台帳との照会

・所有者の確認
・貸借関係の確認
・経営移譲している農地
・一括贈与、相続税猶予など

・農委の要請を受
けた機構の求めに
より促進計画案の

作成開始

・促進計画の決定通知
を作成し、出し手・受
け手・業務委託機関へ
送付

・計画の内容および利害関係人意見の概要を審査

・知事の認可・公告

・農業委員会への通知

令和5年4月1日
法改正施行後

例）６月１０日～始期の場合

5月１０日まで

6月上旬

6月上旬

・促進計画案の確認・整理
・利害関係人の意見聴取
（県公社ホームページで縦覧）

・促進計画案の決定
・知事認可申請

農地台帳の更新

5月末まで

農業委員会の要請
に基づく場合

・情報の共有

情報・スケジュールの共有

借受・転貸同時
または借受のみ

転貸のみ
いずれも同じ促進計画の

フローで可能

市町とスケジュール
協議

機構法18-11

連携・調整

連携・調整

機構法18-6
機構法18-7

市町に対し促進計画
案の作成を求めるこ

とができる

機構法19-2 機構法18-1から18-4

機構が管理中の農地を再転貸する場合等、県公社
との事前調整を要する時は、市町・市町公社から

事前に原案データを県公社に送信して確認する。



市町・
市町公社
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農業委員会

県公社

県

・スケジュール表
を県公社に送信

・スケジュールの
確定

市町とスケジュール
協議

・促進計画案
作成
・様式5-2に
入力
・情報確認

・システムへ
取り込み
・帳票出力
・添付書類の
作成
・申請者押印

・促進計画案と
農業委員会の意見書

の写しその他添付書類
を県公社に送付

・様式5-2のデータを
送信

農地台帳との照会

・所有者の確認
・貸借関係の確認
・経営移譲している農地
・一括贈与、相続税猶予など

・機構の求めにより
地域計画に基づき促
進計画案の作成開始

・促進計画の審議
・意見書の提出

・促進計画の決定通知を
作成し、出し手・受け
手・業務委託機関へ送付

・計画の内容を審査

・知事の認可・公告

・農業委員会への通知

令和5年4月1日
法改正施行後

例）６月１０日～始期の場合

5月１０日まで

6月上旬

6月上旬

・促進計画案の確認・整理

・促進計画の決定
・知事認可申請

農地台帳の更新

5月末まで

地域計画に基づく場合

・農業委員会
へ審議依頼

情報の共有

情報・スケジュールの共有

4月末～5月上旬

4月中旬

借受・転貸同時
または借受のみ

転貸のみ
いずれも同じ促進計画の

フローで可能

連携・調整

連携・調整

機構法18-6
機構法18-7

機構法19-3

市町に対し促進計画
案の作成を求めるこ

とができる

機構法19-2

機構法18-1から18-4

機構が管理中の農地を再転貸する場合等、県公社
との事前調整を要する時は、市町・市町公社から

事前に原案データを県公社に送信して確認する。
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